
倉敷市立船穂中学校 部活動に係る活動方針（令和７年度） 
 

１ 目 標 

 （１）生徒が自主的・自発的に活動することによって、自主性や課題解決能力を育成する。 

 （２）部活動として他の部員と活動することにより、協調性や責任感、連帯感などを育て、ま

た努力による達成感や充実感を感じられるようにする。 

 （３）互いに競い、励まし、協力する中で友情を深めるとともに、学級や学年を離れて仲間や

指導者と密接に触れ合うことにより、学級内とは異なる人間関係を形成する。 

 

２ 本年度の部活動 

 （１）休養日及び活動時間について  ※休養日＝部活動を行わない日 

    ① 休養日  平日：水曜日（朝練も含む） 

           休日：土曜日か日曜日（大会等で休めないときは他の日に振り代える） 

    ② 活動時間 平日：２時間程度（ただし、冬季は最終下校時刻までの活動とする。） 

           休日：３時間程度（活動時間は実際に活動している時間で準備・片付け

や練習試合などの移動や空き時間等は除く） 

    ③ 朝練について 平日は、週２回までなら行ってもよい。  

④  その他 

・  定期考査１週間前（土日含む）は部活動を行わない。 

・  課題、実力テスト等の当日の朝は部活動を行わない。定期テストの放課後も部活な 

しとする。 

・  夏休み期間中は、お盆を中心に６日以上連続の休養日をとる。冬休み期間中は、年 

末年始を中心に６日以上連続の休養日をとる。春休み期間中は、３日以上連続の休養日

をとる。 

・  活動予定表（月単位）を作成し、部員・保護者に周知する。 

 

 （２）大会参加、県外遠征等 

    ・ 校外で活動する場合は校外活動届を提出する。また、大会に参加する場合は主催団

体を、県外遠征等を計画する場合は詳細にその予定を明記し、許可を受ける。また、

保護者にも詳しく伝える。 

・  部活動懇談会や配布文書で、大会や遠征の予定を早めに保護者に連絡する。 

 

３ その他 

 （１）設置部活動について 

    ・野球 ・サッカー ・卓球 ・吹奏楽 ・美術 ・ソフトテニス（女子のみ） 

    ・バレーボール（女子のみ）・バスケットボール（女子のみ） 

 

 （２）他校との合同部活動について 

     部員数の減少などにより、船穂中学校単独でのチーム編成が困難になった場合は、他 

校との合同チームになる可能性がある。また、部員がいなくなった場合や著しく少なく

なった場合は、廃部を検討する。 

 

 （３）部活動指導員について 

     部活動指導員の指導及び引率は、原則単独で行う。 


